
 

あなたも  

国民的再審請求人に 
  なりませんか？ 

 

 

無実を叫びながらハンセン病であるという理由で憲法違反の「特別法廷」

で死刑に処せられた菊池事件について、主権者である私たち一人一人が、 

再審の申立をする国民的再審請求をすることになりました。 

誰でも請求人になることができます。 

希望される方は下記にご記入のうえ、郵便または FAX 等でお知らせくださ

い。後日、委任状をお送りします。 

                                       

 

 
 

住  所                            

氏  名                            

電話番号                            

FAX番号                           

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                           

所属団体                           

 

 

参加〆切 

2020年9月30日 

 

【連絡先】 熊本市中央区水道町14-27 ＫＡＤビル９Ｆ 桜樹法律事務所  

         菊池事件再審弁護団 事務局長 

 弁護士 馬場 啓    電話 096-278-７２１２   FAX 096-278-7213 

 

再審請求人になります 



私たちは呼びかけます！ 

 

                     全国ハンセン病療養所入所者協議会 

                  ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会 

国立療養所菊池恵楓園入所者自治会 

 

菊池事件について国民の１人として裁判所に再審請求をしませんか？  

 

  本年２月２６日、菊池事件違憲国賠訴訟に対して、熊本地裁で画期的な判決が

出されました。 

 

  そもそも、菊池事件とは戦後の「無らい県運動」（市民を巻き込んでハンセン

病患者を意に反してでも療養所に入れようとする全国的な運動）の激しい中で、

１９５１、１９５２（昭和２６、２７）年に起きた事件です。 

Ｆ氏は衛生課職員にハンセン病患者とみなされたため、療養所に入所させられ

ることになったので、そのことを逆恨みにして殺害したものと決めつけられまし

た。Ｆ氏は一貫して無実を訴えましたが、「特別法廷」において、ずさんな証拠

とずさんな手続きで死刑判決が出された事件です。再審請求を繰り返し行ってい

ましたが、再審請求が棄却された翌日に死刑執行されたえん罪事件です。 

 

上記の熊本地裁判決では、菊池事件の審理が憲法１３条や１４条１項に違反し

ていたことが明確に認められ、さらに憲法３７条１項及び８２条１項にも違反す

る疑いがあることも指摘されました。当時のハンセン病に対する凄まじい偏見差

別が憲法違反をも引き起こしたといえるでしょう。 

  そこで、本年７月１日に検察庁に再審請求をするように求めましたが、検察庁

は憲法違反を是正しようとはしません。 

 

ハンセン病に対する偏見差別は国家政策がもたらした誤りであったとはいえ、

その偏見差別をしたのは私たち社会であり、社会の一員として、私たちはハンセ

ン病に対する偏見差別を取り除く責務があるものと考えます。 

 また、憲法違反の刑事裁判を放置することは、日本国憲法を蔑ろにする行為で

あるとも言えます。憲法を守ることができず、ハンセン病に対する偏見差別によ

る裁判を追認するかのような検察官に頼ることはできません。 

このたび、国民という立場から、裁判所に対し菊池事件の再審を行うよう求め

ていくしかないと考えるに至りました。この再審請求は、刑事訴訟法上で明文の

規定がない「国民」という立場で行うものであり、請願権（憲法１６条）として

の要素が強いものですが、前例のない闘いとなります。 

そのため、これを裁判所に認めさせるためには、できる限り多くの方に請求人

として名を連ねていただき、この請求が国民全体の意思であるということを示す

必要があるものと考えます。 

   そこで、この再審請求に同意し再審請求人となろうとする方を募ることにし

ました。皆さんのご参加お待ちしています。 

 

２０２０（令和２）年９月吉日 


